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裁定手続の概要 

一般社団法人日本共済協会 共済相談所 

 

１．「日本共済協会 共済相談所」のご案内 

  共済相談所は、ご利用者の相談・苦情および紛争について、中立・公正な立場から

円滑な解決が図られるよう、一般社団法人 日本共済協会（以下「協会」といいます。）

が設置・運営している機関です。          

共済相談所は、共済をご利用いただいている方で、共済契約やサービス内容等につ

いて、ご加入先の共済窓口や共済相談窓口にご相談等されても解決がつかない場合に

ご利用いただけます。 

 

 〒160－0022 東京都新宿区新宿５-５-３ 建成新宿ビル６階 

ＴＥＬ ０３－５３６８－５７５７ 

受付時間／午前９時～午後５時（土日、祝日、年末年始を除く） 

 

 

２．取り扱う紛争の範囲（裁定手続規則（以下「規則」といいます）５条） 

（１）取り扱う紛争の範囲は、当協会との間で紛争解決支援業務に関する利用契約を

締結している以下の①～⑦の７団体に限られます。（共済相談所規程に関する細則

２条） 

① 全国共済農業協同組合連合会（ＪＡ共済） 

② 全国労働者共済生活協同組合連合会（こくみん共済 coop） 

③ 日本コープ共済生活協同組合連合会（コープ共済） 

④ 全国共済水産業協同組合連合会（ＪＦ共済） 

⑤ 全日本火災共済協同組合連合会 (日火連) 

     ⑥ 全国トラック交通共済協同組合連合会 (交協連) 

     ⑦ 全国自動車共済協同組合連合会 (全自共) 

（２）上記団体との間の共済契約に関し、契約関係者から苦情の申立てがあり、相談

所による助言または当該団体への苦情の取次等にもかかわらず、当事者間でなお

問題が解決しない場合で、規則にもとづき、苦情を申し立てた契約関係者から審

査委員会（以下「委員会」といいます。また、審議開始後は「審議会」といいま

す。以下、同じ)）に解決を求めることができるものです。 

（３）自動車共済・自賠責共済の賠償案件については、専門紛争処理機関の対象案件

のため取り扱いません。 

 

３．特定和解の扱い（裁定手続における特定和解の扱いを定める細則２条） 

（１）特定和解は裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（以下「ＡＤＲ促進法」

といいます。）第２条第５号に以下のとおり定められています。 

裁定申立人 事前説明資料 
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特定和解 認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解であって、

当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされた

ものをいう。 

   なお、ＡＤＲ促進法第２７条の３第１号により、消費者契約に関する紛争は特定

和解の対象外と定められています。 

（２）協会の裁定手続においては、当事者の申出の有無にかかわらず、特定和解を取り

扱いません。 

これは、規則において、裁定を申し立てた契約関係者が個人・法人を問わず、当

事者の一方である団体に紛争解決への応諾義務（規則１３条）、尊重義務（規則１

３条）、責務不履行の場合の取り扱い（規則３１条）を定めているためです。 

 

４．審議会委員の選任方法（規則１７条） 

裁定は、委員会委員長が委員会委員のうちから選任した３名の委員（うち 1名以上

を弁護士とします。）からなる審議会においてこれを行います。 

 

５．審議会委員の職業・身分（規則６条） 

  委員会は弁護士、消費生活専門相談員、学識経験者の委員で構成されています。 

 

６．裁定の申立てを行う方法（規則１０、１１条） 

裁定の申立てを行う場合には、裁定申立人はその趣旨および苦情等の事実関係を記

載した所定の裁定申立書の正本・副本各１通および証拠書類があるときは、その原本

または謄本２通を委員会に提出しなければなりません。 

 なお、申立書に形式的な不備がある場合、申立書の訂正を求める場合があります。 

 

７．裁定の申立てを行うにあたって事前に同意いただく事項（規則１０、１３、１６、

２８条） 

裁定申立人は裁定の申立てにあたって、次の事項について予め同意いただくととも

に、同封した同意書に署名・捺印のうえ提出してください。同意いただけない場合、

裁定の申立てを受け付けることができません。また、裁定手続の開始後、同様に同意

いただけない場合は、裁定を打ち切る場合があります。 

（１）委員会に提出された書類・証拠書類等の情報を、委員会から相手方の共済団体

に交付します。共済団体は、主張書面等、共済団体が委員会に提出する書面を作

成するためにこれらの情報を利用する場合があります。 

（２）委員会から個人情報を含む関係書類・情報の提出を求められた場合は、それら

を提出してください（ただし提出しないことについて、委員会が正当な理由があ

ると認めた場合を除きます。） 

（３）裁定に必要な事項に関し、委員会が、共済契約者・被共済者等が受診した医療

機関等に対し、確認・照会を求めることがあります。 

（４）委員会から医療機関等の外部の第三者機関等に対して、裁定に必要な範囲内に

おいて意見を求める場合があります。 
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８．裁定手続きを行うにあたって行ってはならない行為（規則１３条、１６条、２８条） 

  裁定申立人は、裁定の申立てに際して次の行為を行わない旨の内容が記載された同

意書（７．と同様式）に署名・捺印のうえ提出してください。これらの行為を行った

と委員会が認めた場合は、裁定の申立てを受け付けることができません。また、裁定

手続の開始後にこれらの行為を行ったと委員会が認めた場合は、裁定を打ち切る場合

があります。 

（１）事実に関して虚偽の内容を主張すること 

（２）委員会委員または相談所の職員、もしくは相手方の当事者等に対して誹謗・中

傷することあるいは威圧的言動をとること 

（３）裁定結果を含む裁定手続の内容を、第三者へ開示または公表すること 

（４）委員会の了解なく電話または面会の強要の方法をもって委員会委員または相談

所職員、もしくは相手方の当事者等と接触すること、または接触を図ること 

（５）その他これらに準ずる行為であると、委員会が認めた行為をすること 

 

９．裁定手続の開始（規則１２、１５条） 

委員会は、契約関係者から裁定の申立てがあった場合は、この申立てを受け付け、

裁定手続を開始します。 

 

１０．裁定審議を行わない場合（規則１６、３０条） 

次の①～⑮のいずれかに該当する場合には、委員会は、裁定審議を行わず、裁定手

続を終了します。 

    ① 相談所において苦情として取り扱わなかった案件 

    ② 契約関係者からの申立てでない場合 

    ③ 申立事項について、訴訟が終了しもしくは訴訟中または民事調停が終了しもし

くは民事調停中の紛争に係るもの(当事者間に相談所の裁定によってその紛争

の解決を図る旨の合意があり､受訴裁判所の決定により訴訟手続が中止されて

いるものを除く。)  

④ 申立事項が、他の機関による仲裁、あっせん・調停等の紛争解決手続を終結し

（消費生活センターによるあっせん不成立の場合を除く。）、または手続中のも

の 

    ⑤ 過去に委員会において、同一の裁定申立人からの同一の申立てについて、裁定

手続が終了した事案 

    ⑥ 申立事項が、次の紛争処理機関の対象案件である場合 

       ・一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 

       ・公益財団法人 交通事故紛争処理センター 

       ・公益財団法人 日弁連交通事故相談センター 

⑦ 主たる申立ての内容が共済契約にもとづくものでない場合 

⑧ 申立事項が、個人情報の取扱いに関する事案 

    ⑨ 裁定申立人が不当な目的でみだりに裁定の申立てをしたと認められる場合 

    ⑩ 団体の経営方針や職員個人に関する事項、または事実認定が著しく困難な事項
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等、申立ての内容が、その性質上裁定を行うに適当でないと認められる場合 

    ⑪ 日本語以外での裁定申立書が提出された場合 

⑫ 当事者の身分を偽り、その者に成りすまして裁定手続を受けた場合 

⑬ 委員会が正当な理由があると認めた場合を除き、前述７．に同意しなかった場

合 

⑭ 前述８．に該当する行為を行ったと委員会が認めた場合 

⑮ 暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含む）、

暴力団準構成員、およびその他反社会的勢力であると認められる方による裁定

申し立ての場合 

 

１１．和解案の提示・受諾勧告・和解契約書の提出（規則２５、２６条） 

（１）当事者に和解に応じる意向があるとき、または、和解による解決が妥当と認めら

れるときは、審議会は、申立案件の事実関係および当事者の主張等を慎重に審議し、

中立・公正な立場から和解案を策定し、これを当事者双方に提示して、その受諾を

勧告することができます。 

（２）当事者がこの和解案を受諾したとき、または、裁定中に当事者間に和解が成立し

たときは、当事者において和解契約書を作成し、その写し１通を遅滞なく審議会に

提出しなければなりません。 

 

１２．裁定書の作成（規則２７条） 

審議会は、裁定手続を開始したときから、原則として４か月以内に裁定書を作成し、

当事者に配達証明郵便またはこれに準ずる方法により交付します。 

  

１３．当事者が手続を終了させるための方法（規則２９条） 

裁定申立人は、いつでも、所定の裁定申立取下書を審議会に提出して、裁定の申立

てを取り下げることができます。 

 

１４．裁定手続を打ち切る場合（規則２８条） 

審議会は、裁定審議中の紛争が次の①～③のいずれかに該当するときは、その裁定

審議を打ち切ることができます。この場合は、その理由を付して、当事者双方に配達

証明郵便またはこれに準ずる方法により通知します。 

① 裁定申立人が正当な理由なく事情聴取に出席しないとき 

② 裁定開始後に、前述１０．に規定する事由に該当することが判明したとき 

③ その他裁定を行うに適当でない事情が認められたとき 

 

１５．裁定手続の終了（規則３０条） 

（１）審議会の裁定は、次の場合をもって終了します。 

    ① 委員会が、当事者に対して、裁定審議を開始しない旨の通知をしたとき 

    ② 審議会が、当事者に対して、裁定審議を打ち切る旨の通知をしたとき 

  ③ 裁定申立人が、裁定申立ての取下げをしたとき 
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    ④ 審議会が、当事者に対して裁定書を交付し、裁定結果に対する受諾意思の有無

を当事者双方に確認したとき 

    ⑤ 当事者が、審議会に対して、和解契約書を提出したとき 

（２）（１）に定める場合のほか、裁定申立人から仲裁の申立てがあり、相手方団体が

これに合意したことにより仲裁手続が開始された場合についても、審議会は裁定手

続を終了します。 

      この場合にあっては、裁定手続において当事者から提出された書類等について、

仲裁手続にこれを引き継ぐことができます。  

（３）審議会は、裁定手続を終了した場合は、その旨を当事者双方に配達証明郵便また

はこれに準ずる方法により通知します。 

    なお、裁定書を交付した場合は、裁定結果に対する当事者双方の合意の有無を合

わせて通知します。 

 

１６．団体の責務（規則１３、２８条、３１条） 

（１）団体が裁定手続開始後に、委員会に対して訴訟等により解決を図ることをその理

由等を付して文書により通知し、委員会が正当な理由があると認めた場合を除き、

団体は引き続き裁定手続に応じなければなりません。なお、正当な理由があると委

員会が認めた場合、訴訟等に係属するまでは裁定手続を中断し、訴訟等に係属した

ことを委員会が確認した時点で裁定審議を打ち切ります。 

（２）団体は裁定手続きに応じるにあたって、前述７．について同意しなければなりま

せん。また、団体の職員等は前述８．の行為を行ってはなりません。 

（３）団体は、正当な理由がない限り裁定結果を尊重しなければなりません。 

（４）団体は、前述（１）～（３）の責務について不履行があった場合、委員会に対し

て不履行理由を説明しなければなりません。この説明に対して、委員会が正当な理

由にもとづかないと判断した場合には、委員会は、紛争の概要、共済団体名および

共済団体が責務を履行しなかった理由を公表する場合があります。 

  

１７．提出された資料の保管、返還などの取扱方法（規則３４条） 

（１）共済相談所は、紛争に関する処理について、これを記録し、当事者から提出され

た資料とともに漏洩、滅失および棄損の防止その他個人情報の適切な管理のために

必要な措置を講じ保存します。よって、提出された資料は原則として返還しません。 

（２）処理の記録および当事者から提出された資料については、紛争の手続が終了した

日から１０年間保管し、当該期間経過後に適切な方法で破棄します。 

 

１８．当事者等の秘密の取扱方法（規則１８、３３条、３４条、３８条） 

（１） 審査委員会委員および相談所職員には協会が定める規則にもとづく秘密保持義

務が課されています。 

（２） 裁定に関する文書は、協会が定める規則にもとづき、秘密文書として取扱われ

ます。 

（３） 裁定審議は公開しません。 
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なお、共済相談所は、相談所および委員会の活動状況について、対応件数および

事案概要等を公表いたしますが、事案概要を公表する場合は、プライバシーに配

慮するとともに、申立人が特定される恐れがあるものについては、申立人の同意

を得るものとします。 

 

１９．裁定手続利用費用（規則３５条） 

裁定手続は無料です。 

ただし、裁定審議の場に当事者がご出席いただく場合の交通費、提出書類のコピー

費用、書類の郵送料、および電話代等の実費は当事者各自の負担となります。 
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２０．裁定手続の流れ・標準的な進め方（規則１０条等） 

 

 

          ①                ②  

 

          ④                ③  

   

相談所による助言・苦情の取次等にもかかわらず解決しない場合：紛争解決支援業務の対象 

                 ⑤ 

            ⑥              ⑦  

 

 

 

 

                                 ⑧ 

            

 

             

            ⑨              ⑨  

 

⑩  

                        ⑪ 

                           

以後、異議申立てがある場合に繰り返す（22 条） ⑫ 

 

                 

 

 

 

 

                      

                      

                      ⑬ 

          ⑭                  ⑭ 

 

 

 

 

                                        

 

 

（注）（○条）とは裁定手続規則の該当条項を示しています。             

契約関係者（申立人） 会員団体 共済相談所 

解決努力、調査・確認・報

告義務、再発防止義務等 

・申立人への概要説明 

・会員団体への解決依頼 

・事実確認、助言、苦情の取次等 

＊事務局 

苦情申立て 

・裁定申立て（10 条） 

・裁定申立書等の提出（11 条） 

・団体の裁定手続への応諾

義務 

（13 条） 

・答弁書等の提出（14 条） 

・申立人への事前説明（9 条） 

・申立受領・会員団体への参加要

請・裁定申立書等の送付（12 条） 

 

・答弁書受領（15 条） 

・委員会の開催（15 条） 

（審査委員会または小委員会） 

・委員会で適格性審査・裁定審議

開始決定・審議会設置（3 名の

担当委員選任） 

・適格性審査結果通知送付（15

条） 

・答弁書等送付（15 条） 

⇒以降、申立案件の審議等は審議

会で対応（17 条） 

・適格性審査結果通知受領（15 条） 

（注）裁定審議を開始しないと通

知した場合は、この時点で裁定

手続は終了する。(30 条) 

・答弁書等受領、異議申立て書類送

付（22 条） 

・異議申立て受領・異議申立

書類送付（33 条） 
・異議申立て受領・送付（22 条） 

・審議会委員の忌避等（20 条） 

・裁定申立ての取下げ（29 条） 

この間必要に応じて審議会による資料徴求等（23 条）、事情聴取（24 条）、和解案の提示・受諾勧告（25 条） 

・裁定結果受領（30 条） 

・結果尊重義務（13 条） 

・ 裁定結果受領（30 条）  

                       

・審査委員会委員の独立性の確保（7 条）  

・審査委員会の非公開（18 条） 

・委員等の守秘義務（33 条） 

・処理の記録および提出資料等の適切な管理（34 条） 

                       

・異議申立て受領・異議申立て

書類送付（22 条） 

・適格性審査結果通知受領（15 条） 

（注）裁定審議を開始しないと

通知した場合は、この時点で

裁定手続は終了する。(30 条) 

 

当事者双方が和解案を受諾したとき、または、和解が成立したときは和解契約書を作成し審議会に提出（26 条）  

和解 

・裁定手続の終了（30 条） 

・裁定書の作成・交付（27 条）裁定 

・審議会による裁定の打切り（28 条） 

（2024.4版） 

 


